
理由書 

出入国在留管理庁長官 殿 

特定技能ビザを持つ NGUYEN VAN VUONG（ヴォンさん）は弊社に勤務しており、

2025 年 第 1 四半期の 2 月の給与についてご報告させていただきます。2 月の給与が

発生しなかった理由は、前職の時に、ヴォンさんがサッカーの試合中に足を怪我し、治

療のために一時的に（2025 年 1 月 22 日～2025 年 3 月 19 日）母国へ帰国したためで

す。 

ヴォンさんは、治療自体は日本でも可能でしたが、長期間日本に滞在していたため、家

族に会う機会もなく、今回の帰国を通じて家族と再会して、母国で足の手術を受けるこ

とにしました。このため、ヴォンさんが帰国中は勤務を行わず、給与の支給がありませ

んでした。 

今後ともヴォンさんの勤務状況を続いてしっかり管理いたします。 

ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 2025 年 4 月 11 日 

特定技能所属機関の氏名又は名称： 有限会社 板倉土木 

作 成 責 任 者 の 氏 名： 板倉 信広 

 


